
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号 

長与町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

令和５年３月７日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６３号）の改正に準拠し、所要の改正を行うもの 

上記議案を提出します。 



 

   長与町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 長与町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童

健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用

者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全

育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計

画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られ

るよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならな

い。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための

移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の

際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の

所在を確認しなければならない。 

 第１０条第３項各号列記以外の部分中「長」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第

１項の中核市の長」を加える。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて



 

業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施する」に改める。 

 附則第３条第１項中「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第３条第１項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 前項本文に規定する日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正後の長

与町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条の２の規

定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなけ

れば」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」

と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とす

る。 


